
（平成２４年７月１１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件



茨城国民年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの付加保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月まで 

年金事務所に国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間に

ついて付加保険料の納付事実が確認できなかった。会社を退職後の昭和 52

年１月に国民年金の加入手続を行い、60 年５月に厚生年金保険に加入する

までの間、納税組合を通じて定額保険料及び付加保険料を納付してきた。 

このため、申立期間について付加保険料の納付事実が確認できないこと

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、昭和 52 年１月に国民年金

に任意加入して以降、申立期間を除く国民年金被保険者期間について定額保

険料及び付加保険料を全て納付している。 

また、オンライン記録により、申立人は、申立期間を含む国民年金被保険

者期間の保険料を全て現年度納付していることが確認できることから、申立

人が定額保険料を現年度納付したにもかかわらず、申立期間の付加保険料の

みを納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保

険料を納付していたものと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 50 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を９万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

  住    所 ：  

  

  

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 31日から同年４月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険被

保険者の資格喪失日が昭和 50年３月 31日となっていることが判明した。 

しかし、私は、昭和 50 年３月 31 日までＡ社Ｂ支店に勤務しており、資

格喪失日は同年４月１日であるはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ社Ｂ支店に係る雇用保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和

48 年３月８日、離職日が 50 年３月 31 日となっている上、申立人から提出さ

れた同社に係る辞令により、申立人は同年３月 31 日付けで同社同支店を退職

したことが確認できることから、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことが確認できる。 

 また、Ｃ社から、当時の資料が無いため申立人の勤務実態については不明

であるものの、雇用保険被保険者記録及び退職時の辞令から、申立人は昭和

50 年３月 31 日までＡ社Ｂ支店に勤務していたと考えられ、当時、厚生年金

保険の資格喪失日に係る届出に誤りがあったと考えられる旨の回答が得られ

た。 

 これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ

支店に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭



和 50年２月の厚生年金保険被保険者原票の記録から、９万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｃ社から、当時の事務手続を誤っていた旨の回答が得られたことか

ら、事業主が、昭和 50 年３月 31 日を被保険者資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年３月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



茨城国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年３月から平成元年６月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年３月から平成元年６月まで 

年金事務所に年金記録を照会したところ、昭和 61 年３月から平成元年６

月までの国民年金保険料が未納となっていた。申立期間当時私は無職であ

り、会社を退職した際に自分でＡ市区町村役場Ｂ支所において免除申請を

行ったはずである。 

このため、申立期間について保険料の申請免除期間であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年３月に会社を退職した際に国民年金保険料の免除申請

を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号より前に払い出

された同記号番号の加入者の厚生年金保険被保険者資格喪失日が平成４年７

月 17 日であることから、申立人が国民年金の加入手続を行ったのはこれ以

降であると考えられ、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらず、加入手続以前の期間に遡って免

除申請を行うことはできない。 

また、国民年金保険料の免除申請手続については、基本的に毎年度行わな

ければならないため、申立期間を全て申請免除期間とするためには５回の申

請手続が必要であるが、これだけの回数の事務処理を行政が毎年続けて誤っ

たとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料の納付を免除され得る

状況にあったことを示す関連資料や免除されていたことを示す関連資料は無

く、ほかに申立人の保険料が免除されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立期間について、国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。



茨城国民年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

私の母親が、昭和 59 年４月頃にＡ公民館（当時）に税金の相談に行った

際、担当職員から、私が国民年金に未加入であることを指摘され、その場

で加入手続を行った上、２か月分又は３か月分の保険料を納付した。その

後は毎月保険料を納付し、61 年４月頃に新しいオレンジ色の手帳が送られ

てきて、その１年後くらいから年間保険料を一括して郵便局の口座引き落

としで納付していた。 

このため、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が昭和 59 年４月頃、申立人の国民年金の加入手続を行

ったと主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民

年金手帳記号番号は 61 年３月 12 日にＢ市区町村に払い出されていることが

確認できることから、申立人が国民年金の加入手続を行ったのはこれ以降で

あると考えられ、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、その母親がＡ公民館に税金の相談に行った際に、担当職

員から、申立人が国民年金に未加入であることを指摘され、その場で加入手

続及び保険料の納付を行ったと主張しているが、Ｂ市区町村は、当時、同公

民館で国民年金の加入状況を確認することはできないため、国民年金の加入

手続、保険料納付書の発行業務とも行えないとしている。 

さらに、申立人の母親は、申立人の国民年金保険料について、昭和 62 年頃

から年間保険料を一括で納付していたと主張しているが、オンライン記録に

より、申立人が保険料を前納（一括）しているのは平成 17 年度以降であるこ

とが確認できることから、申立人の母親の記憶は曖昧であることがうかがわ

れる。 



加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城厚生年金 事案 1937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 11月 13日から 53年６月 23日まで 

           ② 昭和 55年５月から 61年５月 13日まで 

年金事務所で厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 50 年 11 月 13 日から 53 年 12 月 31 日までの期間のうち、50

年 11月 13日から 53年６月 23日までの期間、及びＢ社（現在は、Ｃ社）に

勤務していた 55年５月から 62年９月 11日までの期間のうち、55年５月か

ら 61年５月 13日までの期間の記録が無かった。勤務していたことは間違い

ないので、両申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の雇用保険の被保険者期間は昭和 50 年 11

月 13日から 53年 12 月 30日となっており、申立人が申立期間①において、

Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

  しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 53年６月 23日となっており、申立期間①当時は適用事業所で

はないことが確認できる。 

  また、Ａ社の元事業主に確認したところ、申立期間①当時、申立人は勤務

していたが、厚生年金保険料については当時の資料が残存していないため分

からない旨の回答が得られた。 

  さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険新規適用時において被保険者資格を

有していた者のうち、連絡先が判明した３人に照会したところ、そのうちの

１人から回答が得られたものの、申立人に係る厚生年金保険の加入状況及び

保険料の控除について具体的な証言は得られなかった。 

 



２ 申立期間②について、Ｃ社の回答及び元同僚の証言から、申立人が当該期

間において、同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 61年５月 13日となっており、申立期間②当時は適用事業所で

はないことが確認できる。 

また、Ｃ社は、申立人の勤務期間や保険料の控除については当時の資料が

残存していないため分からない旨の回答をしている。 

  さらに、Ｂ社に申立期間②当時から在職し、現在も在職中の同僚に確認し

たところ、当該期間当時は社会保険に加入していないため厚生年金保険料は

控除されていない旨の証言が得られた。 

  加えて、申立期間②当時にＢ社に勤務していた者のうち、連絡先が判明し

た同僚２人に照会したところ、そのうちの１人から、当該期間中は厚生年金

保険料を控除されていない旨の証言が得られた。 

 

３ このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1938 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月１日から 40年８月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が前年より低額になっている

ことが判明した。私は、申立期間当時、同社で経理事務を担当していたが、

賃金が引き下げられた記憶は無いため、申立期間の標準報酬月額を前年より

2,000円高い２万 2,000円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に照会したところ、申立期間当時の賃金台帳等は残存していないため、

申立人の標準報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確認することはで

きない旨の回答が得られた。 

また、申立期間当時のＡ社の事業主及び申立人の上司は、既に他界している

ため、具体的な証言を得ることができない。 

さらに、申立期間当時においてＡ社に係る厚生年金保険の被保険者資格を有

する同僚で、連絡先の判明した 12 人に照会したところ、そのうちの９人から

回答が得られたものの、申立人の標準報酬月額について具体的な証言は得られ

なかった。 

加えて、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票によると、申立人の

被保険者記録について遡及して訂正された形跡等は無く、記録管理に不自然さ

はうかがえない。 

このほか、申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月５日から平成元年 10月 16日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 59年 11 月５日から平成元年 11月２日までの期間のうち、申

立期間の記録が無い旨の回答を受けた。入社時から厚生年金保険料を給与か

ら控除されていた記憶があるので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の被保険者記録により、申立期間のうち、昭和 61 年４月

１日以降の期間について、申立人がＡ社に勤務していたことが確認できる。 

 しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは平成元年 10月 16日となっており、申立期間当時は適用事業所ではない

ことが確認できる。 

 また、申立人と同様に、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に同社

において厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚９人に照会したとこ

ろ、４人から回答があり、そのうちの１人から、申立期間当時同社は厚生年金

保険に加入しておらず、国民年金に加入するよう同社から指示されており、厚

生年金保険料は給与から控除されていなかった旨の証言が得られた。 

 さらに、申立人は、申立期間のうち 45 か月分について、国民年金保険料を

納付しているとともに、上記９人の同僚のうち６人についても、申立期間の全

部又は大半について、国民年金保険料を納付している。 

 このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情

も見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  


